
７ 高 第 7 9 6 号 

令和８年３月 19 日 

 

介護保険サービス事業所各位 

いわき市長 内田 広之 

（公 印 省 略） 

 

令和８年度介護職員等処遇改善加算の算定に係る計画書の提出について（通知） 

 

 平素より介護保険制度の円滑な運営に御協力いただき、厚くお礼申し上げます。 

 標記の件について、令和８年度に介護職員等処遇改善加算を算定される事業所においては、

処遇改善計画書の提出が必要になりますので、次の期日までに必要書類を御提出ください。 

 また、これまで処遇改善加算を取得していない事業所におかれましては、当該加算の趣旨を

ふまえ、新規取得に向けて取り組まれますよう、お願いいたします。 

 

１ 提出期限  令和８年４月又は５月から算定開始の場合  令和 8年 4月 15日（水） 

        令和８年６月から算定開始の場合      令和 8年 6月 15日（月） 

        ※ いずれも必着 

 

２ 提出書類  別紙様式 2-1（処遇改善加算 総括表） 

別紙様式 2-2（処遇改善加算 個票 4、5月） 

別紙様式 2-3（処遇改善加算 個票 6月以降） 

        ※ 新たに加算を取得する事業所や取得している加算に変更が生じる事業所

は、上記計画書と併せて「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」

と「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を御提出ください。 

        ※ 提出される際は文書の形式を Excelのまま御提出ください。 

 

４ 提 出 先 高齢福祉課 介護サービス整備係 次のいずれかの方法により御提出ください。 

       ・ 電子申請・届出システムの【5. 加算に関する届出】 

       ・ 電子メール（koreihukushi@city.iwaki.lg.jp） 

 

５ 提出様式 

  市ホームページの以下の場所に、計画書の様式や参考資料を掲載しておりますので、御活

用ください。 

（市ホームページ） 

トップページ＞産業・ビジネス＞福祉・介護＞01 介護保険事業者の申請に関すること 

＞04 加算に関すること＞02_令和８年度処遇改善加算（計画）について 

 

 

 

 



６ 留意事項 

 ① 現在処遇改善加算のⅠまたはⅡを算定している事業所 

   令和８年６月から、処遇改善加算Ⅰ・Ⅱは「Ⅰイ」・「Ⅰロ」、「Ⅱイ」・「Ⅱロ」へ加算区

分が変更されます。つきましては、２ 提出書類について、次の表を参考に漏れなく御提

出ください。 

 加算区分 計画書 
体制等に関す

る届出書 

体制状況 

一覧表 

４月～ 

算定分 

区分に変更なし 
○ 

(4/15〆) 
― ― 

区分に変更あり 
○ 

(4/15〆) 

○ 

(4/15〆) 

○ 

(4/15〆) 

６月～ 

算定分 

Ⅰイ 

○ 

(4/15〆) 

○ 

(5/15〆) 

○ 

(5/15〆) 

Ⅰロ 

Ⅱイ 

Ⅱロ 

 

 ② 訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援事業所 

   令和８年６月から、【訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支

援】が処遇改善加算の対象となります。処遇改善加算を算定する場合、必ず届出が必要に

なりますので御留意ください。 

 加算区分 計画書 
体制等に関す

る届出書 

体制状況 

一覧表 

６月～ 

算定分 

算定なし ― ― ― 

算定あり 
○ 

(6/15〆) 

○ 

(6/15〆) 

○ 

(6/15〆) 

 

 ※ 詳細は介護保険最新情報 Vol.1479「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並

びに事務処 理手順及び様式例の提示について（令和８年度分）」及び「介護 職員等処遇改

善加算に関するＱ＆Ａ（第１版）」についてをご確認ください。 

 

 

 

 

【事務担当】いわき市 高齢福祉課 介護サービス整備係 

 （電話）22-7467 


